
一般社団法人東京福祉限定輸送協会 
会員規約 

 
 
（通 則） 
第１条 一般社団法人東京福祉限定輸送協会（以下「協会」という。）定款第５条の会

員については、この規則の定めるところによる。 
 
（定 義） 
第２条  本会の会員は、１号会員、２号会員とし、協会の目的と一般財団法人全国福

祉輸送サービス協会（以下「全福協」という）の目的に賛同し、定款第５条に

より本規程よる会費を納入する福祉限定輸送事業者とする。 
 
（１号会員基準） 
第３条  １号会員は協会及び全福協に入会を希望し、当該法人活動に積極的に参加、

協力を約束し本規約第５条による承認を得た福祉限定輸送事業者とする。 
 
（２号会員基準） 
第４条  ２号会員は協会に入会を希望し、当協会活動に積極的に参加、協力を約束し

本規約第５条による承認を得た福祉限定輸送事業者とする。 
 

（入 会） 
第５条  会員になろうとする者は、所定の入会申込書（第１号様式）を提出し、理事

会の承認を得なければならない。 
 
（入会金） 
第６条  入会金は次のとおりとする。 
 （１）１号会員、２号会員 10,000 円 
 （２）既納の入会金は、返還しないものとする。 
 
（会 費） 
第７条 会費は次のとおりとする。 
 （１）１号会員 月額 5,000 円（年額 60,000 円）※全福協会費を含む 
 （２）２号会員 月額 2,500 円（年間 30,000 円） 
 （３）会費は一括又は分割して納入することができる。 
 （４）既納の会費は、返還しないものとする。 
 
 



（会員区分の変更） 
第８条 すでに会員となった者が会員区分変更を希望する場合の手続き、会費の扱い  
   は次のとおりとする。 
 （１）２号会員から１号会員に区分変更を希望する者は所定の申請書を提出し理事

会の承認を得なければならない。会費は変更承認月より当該会費を納めなけ

ればならない。 
 （２）１号会員から２号会員に変更は原則として認めない。 
 
（報 告） 
第９条 協会は、会員に対し、定時に事業報告及び決算報告をするものとする。 
 
（会員資格の喪失） 
第１０条 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員資格を失うものとする。 
 （１）退会したとき 
 （２）成年被後見人又は被補佐人となったとき 
 （３）死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき 
（４）１年以上会費を滞納したとき 
（５）除名されたとき 

 
（退 会） 
第１１条 会員は、退会しようとするときは、その旨を書面（第２号様式）によって

協会に届け出なければならない。 
 
 
（除 名） 
第１２条 会員が、次の各号の一に該当するときは、評議員会及び理事会においてそ

れぞれ３分の２以上の決議により除名することができる。ただし、その会員に弁明

の機会を与えるものとする。 
（１）協会の名誉を毀損し、又は協会の目的に反する行為があったとき 
（２）会員としての義務に違反した行為があったとき 
（３）以上のほか、除名すべき正当な理由があるとき 

 
（会員の特典） 
第１３条 会員等は、次のような特典を受けることができる。 

（１）協会が行う調査研究成果の提供 
（２）協会が作成する資料、報告書類及び刊行物等の配布 
（３）協会が主催する研修会、講習会への出席 
（４）会員の参考に資する情報、資料の提供等 



（５）協会が運営または取り扱う事業への参加・取り扱い等 
（６）１号会員は協会及び全福協がそれぞれ運営する配車機能に登録(費用別途)で

きる。 
（７）２号会員は協会が運営する「介護タクシーコールセンター」に登録(費用別途)

できる。 
（８）協会が取り扱い契約のある自治体発行の福祉タクシー券等の利用、協会仕様

「福祉タクシー乗車券」等利用契約事業所における依頼受託及び精算ができ

る。 
 
（権利の喪失） 
第１４条 会員の資格を失った者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した

会費その他協会の資産に対して、何等の請求をすることができない。 
 

附 則 
１ この規則は、平成２３年１０月１日改訂施行する。 
２ この規則は、平成２４年１月２７日改訂施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（第1号様式） 
一般社団法人 東京福祉限定輸送協会 

会 員 申 込 書 
 

申込日 ： （西暦）    年  月  日 
 
      

一般社団法人 東京福祉限定輸送協会の規約に同意し、会員となることを申し込み致します。 
 

記 
 

会 社 名 
（ふりがな ）  

 

代 表 者 名 
（役職名）                        （氏名）（ふりがな）    

              

住 所 
（ 〒  －     ） 

 

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

携 帯 電 話  
（携帯電話会社） 

ＤＯＣＯＭＯ・ Ａｕ ・Ｓｏｆｔｂａｎｋ・ＷＩＬＬＣＯＭ

 携帯電話の種類 
普通携帯電話・スマートフォン・ＰＨＳ 

連 絡 担 当 者 
（役職名）                          （氏名）（ふりがな）   

        

担当者ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ＰＣアドレス             ＠ 

 携帯電話ｱﾄﾞﾚｽ             ＠ 

 
    次の会員区分を選択してください。 

会 員 区 分 
１．全国福祉輸送サービス協会及び、東京福祉限定輸送協会に加盟 

２．東京福祉限定輸送協会のみに加盟 

会員区分

 

 
    運行車両数 

１ セダン型               普通車             両 

                       回転シート車             両 

２ 車いす専用車             両 

３ 寝台車             両 

４ 車いす・寝台兼用車             両 

 

 
 
 
 
 

 ご記入いただいた情報は、東京福祉限定輸送協会（東福協）が行う事業の実施・運営や東福協からの各種

連絡・情報提供のために利用するほか、会員名簿に掲載して公開することがあります。 

印



（第２号様式）

一般社団法人東京福祉限定輸送協会 

 

退     会     届 
 
 
 

一般社団法人 東京福祉限定輸送協会 
会  長              殿 

 
 
 

平成   年   月   日 
 
 
 
  一般社団法人東京福祉限定輸送協会を退会したいのでお届けします。 
 
 
 

住 所 〒                          
 

会 社 名                            
 

代表者（役職名）氏名                    ㊞ 

 
担当部門及び担当者氏名                     

 
電話番号                            

 
ＦＡＸ番号                           

 

  


